
条

例 

児
童
福
祉
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
令
和
三
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

埼
玉
県
条
例
第
十
七
号 

 
 

 

児
童
福
祉
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

児
童
福
祉
法
施
行
条
例
（
平
成
二
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

第
四
条
第
四
項
中
「
責
任
者
を
設
置
す
る
等
」
を
削
り
、
「
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
を

「
講
じ
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
七
条
第
五
項
中
「
会
議
」
の
下
に
「
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
そ
の
他
の
情
報
通
信
機
器
（
第

百
十
二
条
第
五
項
に
お
い
て
「
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
」
と
い
う
。
）
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
三
十
七
条
中
「
第
四
十
三
条
」
を
「
第
四
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
適
切
な
指
定
児
童
発
達
支
援
の
提
供
を
確
保
す
る
観
点
か 

 

ら
、
職
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
性
的
な
言
動
又
は
優
越
的
な
関
係
を
背
景
と
し
た
言
動
で
あ
っ 

 

て
業
務
上
必
要
か
つ
相
当
な
範
囲
を
超
え
た
も
の
に
よ
り
従
業
者
の
就
業
環
境
が
害
さ
れ
る
こ 

 

と
を
防
止
す
る
た
め
の
方
針
の
明
確
化
等
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
三
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
） 

第
三
十
八
条
の
二 

業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
に
係
る
基
準
は
、
省
令
第
三
十
八
条
の
二
に
規
定 

 

す
る
基
準
の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。 

 

第
四
十
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
訓
練
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
地
域
住
民 

 

の
参
加
が
得
ら
れ
る
よ
う
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
四
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
衛
生
管
理
等
） 

第
四
十
一
条 

衛
生
管
理
等
に
係
る
基
準
は
、
省
令
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
基
準
の
例
に
よ
る 

 

こ
と
と
す
る
。 

 

第
四
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
当
該
指
定
児 

 

童
発
達
支
援
事
業
所
に
備
え
付
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
い
つ
で
も
関
係
者
に
自
由
に
閲
覧
さ
せ
る 

 

こ
と
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 



 

第
五
十
一
条
第
二
項
中
「
認
定
子
ど
も
園
」
を
「
認
定
こ
ど
も
園
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
十
四
条
第
二
項
第
四
号
中
「
第
四
十
四
条
」
を
「
第
四
十
四
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項

第
六
号
中
「
第
五
十
二
条
」
を
「
第
五
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
十
四
条
の
五
中
「
省
令
第
三
十
条
」
と
」
の
下
に
「
、
第
三
十
八
条
の
二
中
「
第
三
十
八

条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
四
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
三
十
八
条
の
二
」
と
、

第
四
十
一
条
中
「
第
四
十
一
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
四
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第

四
十
一
条
」
と
」
を
加
え
、
「
第
二
十
一
条
」
を
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
に
、
「
同
項
第
四
号

中
「
第
四
十
四
条
」
を
「
同
項
第
四
号
中
「
第
四
十
四
条
第
二
項
」
に
、
「
第
四
十
四
条
」
と
、

同
項
第
五
号
」
を
「
第
四
十
四
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
五
号
」
に
、
「
第
五
十
条
」
を
「
第
五

十
条
第
二
項
」
に
、
「
同
項
第
六
号
中
「
第
五
十
二
条
」
を
「
同
項
第
六
号
中
「
第
五
十
二
条
第

二
項
」
に
、
「
第
五
十
二
条
」
と
読
み
替
え
る
」
を
「
第
五
十
二
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
」

に
改
め
る
。 

 

第
五
十
八
条
中
「
省
令
第
三
十
条
」
と
」
の
下
に
「
、
第
三
十
八
条
の
二
中
「
第
三
十
八
条
の

二
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
四
条
の
九
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
三
十
八
条
の
二
」
と
、
第
四

十
一
条
中
「
第
四
十
一
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
四
条
の
九
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
四
十

一
条
」
と
」
を
加
え
、
「
第
二
十
一
条
」
を
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
に
、
「
同
項
第
四
号
中
「
第

四
十
四
条
」
を
「
同
項
第
四
号
中
「
第
四
十
四
条
第
二
項
」
に
、
「
第
四
十
四
条
」
と
、
同
項
第

五
号
」
を
「
第
四
十
四
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
五
号
」
に
、
「
第
五
十
条
」
を
「
第
五
十
条
第

二
項
」
に
、
「
同
項
第
六
号
中
「
第
五
十
二
条
」
を
「
同
項
第
六
号
中
「
第
五
十
二
条
第
二
項
」

に
、
「
第
五
十
二
条
」
と
読
み
替
え
る
」
を
「
第
五
十
二
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
」
に
改
め

る
。 

 

第
七
十
条
中
「
第
四
十
三
条
中
」
を
「
第
三
十
八
条
の
二
中
「
第
三
十
八
条
の
二
」
と
あ
る
の

は
「
第
六
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
三
十
八
条
の
二
」
と
、
第
四
十
一
条
中
「
第
四
十

一
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
四
十
一
条
」
と
、
第
四
十
三
条

第
一
項
中
」
に
、
「
第
二
十
一
条
」
を
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
に
、
「
同
項
第
四
号
中
「
第
四

十
四
条
」
を
「
同
項
第
四
号
中
「
第
四
十
四
条
第
二
項
」
に
、
「
第
四
十
四
条
」
と
、
同
項
第
五

号
」
を
「
第
四
十
四
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
五
号
」
に
、
「
第
五
十
条
」
を
「
第
五
十
条
第
二

項
」
に
、
「
同
項
第
六
号
中
「
第
五
十
二
条
」
を
「
同
項
第
六
号
中
「
第
五
十
二
条
第
二
項
」
に
、

「
第
五
十
二
条
」
と
読
み
替
え
る
」
を
「
第
五
十
二
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
十
七
条
中
「
省
令
第
三
十
条
」
と
」
の
下
に
「
、
第
三
十
八
条
の
二
中
「
第
三
十
八
条
の

二
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
三
十
八
条
の
二
」
と
、
第
四
十
一

条
中
「
第
四
十
一
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
四
十
一
条
」
と
」

を
加
え
、
「
第
二
十
一
条
」
を
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
に
、
「
同
項
第
四
号
中
「
第
四
十
四
条
」

を
「
同
項
第
四
号
中
「
第
四
十
四
条
第
二
項
」
に
、
「
第
四
十
四
条
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
第



五
十
条
」
を
「
第
四
十
四
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
第
五
十
条
第
二
項
」
に
、
「
第
五

十
条
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
第
五
十
二
条
」
を
「
第
五
十
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
第

五
十
二
条
第
二
項
」
に
、
「
第
五
十
二
条
」
と
読
み
替
え
る
」
を
「
第
五
十
二
条
第
二
項
」
と
読

み
替
え
る
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
十
七
条
の
二
中
「
省
令
第
三
十
条
」
と
」
の
下
に
「
、
第
三
十
八
条
の
二
中
「
第
三
十
八

条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
一
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
三
十
八
条
の
二
」
と
、

第
四
十
一
条
中
「
第
四
十
一
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
一
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第

四
十
一
条
」
と
」
を
加
え
、
「
第
二
十
一
条
」
を
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
に
、
「
同
項
第
四
号

中
「
第
四
十
四
条
」
を
「
同
項
第
四
号
中
「
第
四
十
四
条
第
二
項
」
に
、
「
第
四
十
四
条
」
と
、

同
項
第
五
号
中
「
第
五
十
条
」
を
「
第
四
十
四
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
第
五
十
条
第

二
項
」
に
、
「
第
五
十
条
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
第
五
十
二
条
」
を
「
第
五
十
条
第
二
項
」
と
、

同
項
第
六
号
中
「
第
五
十
二
条
第
二
項
」
に
、
「
第
五
十
二
条
」
と
読
み
替
え
る
」
を
「
第
五
十

二
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
十
八
条
中
「
第
七
十
一
条
の
二
」
を
「
第
七
十
一
条
の
三
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
十
条
中
「
省
令
第
三
十
条
」
と
」
の
下
に
「
、
第
三
十
八
条
の
二
中
「
第
三
十
八
条
の
二
」

と
あ
る
の
は
「
第
七
十
一
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
三
十
八
条
の
二
」
と
、
第
四
十
一

条
中
「
第
四
十
一
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
一
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
四
十
一
条
」

と
」
を
加
え
、
「
第
二
十
一
条
」
を
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
に
、
「
同
項
第
四
号
中
「
第
四
十

四
条
」
を
「
同
項
第
四
号
中
「
第
四
十
四
条
第
二
項
」
に
、
「
第
四
十
四
条
」
と
、
同
項
第
五
号

中
「
第
五
十
条
」
を
「
第
四
十
四
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
第
五
十
条
第
二
項
」
に
、

「
第
五
十
条
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
第
五
十
二
条
」
を
「
第
五
十
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
六

号
中
「
第
五
十
二
条
第
二
項
」
に
、
「
第
五
十
二
条
」
と
、
第
五
十
九
条
」
を
「
第
五
十
二
条
第

二
項
」
と
、
第
五
十
九
条
」
に
、
「
第
五
十
四
条
の
六
」
を
「
第
五
十
四
条
の
十
」
に
、
「
第
五

十
四
条
の
七
」
を
「
第
五
十
四
条
の
十
一
」
に
、
「
第
五
十
四
条
の
八
」
を
「
第
五
十
四
条
の
十

二
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
十
条
の
九
中
「
第
三
十
八
条
」
の
下
に
「
、
第
三
十
八
条
の
二
」
を
、
「
省
令
第
三
十
条
」

と
」
の
下
に
「
、
第
三
十
八
条
の
二
中
「
第
三
十
八
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
一
条
の
十

四
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
三
十
八
条
の
二
」
と
、
第
四
十
一
条
中
「
第
四
十
一
条
」
と
あ
る

の
は
「
第
七
十
一
条
の
十
四
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
四
十
一
条
」
と
」
を
加
え
、
「
第
二
十

一
条
」
を
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
に
、
「
同
項
第
四
号
中
「
第
四
十
四
条
」
を
「
同
項
第
四
号

中
「
第
四
十
四
条
第
二
項
」
に
、
「
第
四
十
四
条
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
第
五
十
条
」
を
「
第

四
十
四
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
第
五
十
条
第
二
項
」
に
、
「
第
五
十
条
」
と
、
同
項

第
六
号
中
「
第
五
十
二
条
」
を
「
第
五
十
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
第
五
十
二
条
第
二

項
」
に
、
「
第
五
十
二
条
」
と
読
み
替
え
る
」
を
「
第
五
十
二
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
」
に



改
め
る
。 

 

第
八
十
八
条
中
「
第
三
十
八
条
」
の
下
に
「
、
第
三
十
八
条
の
二
」
を
加
え
、
「
第
四
十
三
条

中
」
を
「
第
三
十
八
条
の
二
中
「
第
三
十
八
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準

用
す
る
省
令
第
三
十
八
条
の
二
」
と
、
第
四
十
一
条
中
「
第
四
十
一
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十

九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
四
十
一
条
」
と
、
第
四
十
三
条
第
一
項
中
」
に
、
「
第
二
十
一

条
」
を
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
に
、
「
同
項
第
四
号
中
「
第
四
十
四
条
」
を
「
同
項
第
四
号
中

「
第
四
十
四
条
第
二
項
」
に
、
「
第
四
十
四
条
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
第
五
十
条
」
を
「
第
四

十
四
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
第
五
十
条
第
二
項
」
に
、
「
第
五
十
条
」
と
、
同
項
第

六
号
中
「
第
五
十
二
条
」
を
「
第
五
十
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
第
五
十
二
条
第
二
項
」

に
、
「
第
五
十
二
条
」
と
読
み
替
え
る
」
を
「
第
五
十
二
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
」
に
改
め

る
。 

 

第
九
十
四
条
第
四
項
中
「
責
任
者
を
設
置
す
る
等
」
を
削
り
、
「
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」

を
「
講
じ
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
十
二
条
第
五
項
中
「
会
議
」
の
下
に
「
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
百
二
十
五
条
中
「
第
百
三
十
一
条
」
を
「
第
百
三
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
二
十
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
適
切
な
指
定
入
所
支
援
の
提
供
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、 

 

職
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
性
的
な
言
動
又
は
優
越
的
な
関
係
を
背
景
と
し
た
言
動
で
あ
っ
て
業 

 

務
上
必
要
か
つ
相
当
な
範
囲
を
超
え
た
も
の
に
よ
り
従
業
者
の
就
業
環
境
が
害
さ
れ
る
こ
と
を 

 

防
止
す
る
た
め
の
方
針
の
明
確
化
等
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
百
二
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
） 

第
百
二
十
六
条
の
二 

業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
に
係
る
基
準
は
、
省
令
第
三
十
五
条
の
二
に
規 

 

定
す
る
基
準
の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。 

 

第
百
二
十
八
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
前
項
に
規
定
す
る
訓
練
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
地
域
住 

 

民
の
参
加
が
得
ら
れ
る
よ
う
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
百
二
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
衛
生
管
理
等
） 

第
百
二
十
九
条 

衛
生
管
理
等
に
係
る
基
準
は
、
省
令
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
基
準
の
例
に
よ 

 

る
こ
と
と
す
る
。 

 

第
百
三
十
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
当
該
指
定 



 

福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
備
え
付
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
い
つ
で
も
関
係
者
に
自
由
に
閲
覧
さ 

 

せ
る
こ
と
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
第
百
四
十
二
条
第
二
項
第
四
号
中
「
第
四
十
一
条
」
を
「
第
四
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同

項
第
六
号
中
「
第
四
十
九
条
」
を
「
第
四
十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
四
十
八
条
中
「
第
百
三
十
一
条
中
」
を
「
第
百
二
十
六
条
の
二
中
「
第
三
十
五
条
の
二
」

と
あ
る
の
は
「
第
五
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
三
十
五
条
の
二
」
と
、
第
百
二
十
九
条

中
「
第
三
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
三
十
八
条
」
と
、

第
百
三
十
一
条
第
一
項
中
」
に
、
「
第
百
六
条
」
を
「
第
百
六
条
第
一
項
」
に
、
「
同
項
第
四
号

中
「
第
四
十
一
条
」
を
「
同
項
第
四
号
中
「
第
四
十
一
条
第
二
項
」
に
、
「
第
四
十
一
条
」
と
、

同
項
第
五
号
」
を
「
第
四
十
一
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
五
号
」
に
、
「
第
百
三
十
八
条
」
を
「
第

百
三
十
八
条
第
二
項
」
に
、
「
同
項
第
六
号
中
「
第
四
十
九
条
」
を
「
同
項
第
六
号
中
「
第
四
十

九
条
第
二
項
」
に
、
「
第
四
十
九
条
」
と
読
み
替
え
る
」
を
「
第
四
十
九
条
第
二
項
」
と
読
み
替

え
る
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
五
十
四
条
第
一
項
中
「
児
童
福
祉
施
設
（
」
の
下
に
「
障
害
児
入
所
施
設
及
び
児
童
発
達

支
援
セ
ン
タ
ー
（
次
条
に
お
い
て
「
障
害
児
入
所
施
設
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
」
を
加
え
、
同

条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
非
常
災
害
対
策
） 

第
百
五
十
四
条
の
二 

障
害
児
入
所
施
設
等
は
、
消
火
設
備
そ
の
他
非
常
災
害
の
際
に
必
要
な
設 

 

備
を
設
け
る
と
と
も
に
、
非
常
災
害
に
対
す
る
具
体
的
計
画
を
立
て
、
非
常
災
害
の
発
生
時
の 

 

関
係
機
関
へ
の
通
報
及
び
連
絡
体
制
を
整
備
し
、
そ
れ
ら
を
定
期
的
に
職
員
に
周
知
し
な
け
れ 

 

ば
な
ら
な
い
。 

２ 

障
害
児
入
所
施
設
等
は
、
非
常
災
害
に
備
え
る
た
め
、
避
難
及
び
消
火
に
対
す
る
訓
練
に
あ 

 

っ
て
は
毎
月
一
回
、
救
出
そ
の
他
必
要
な
訓
練
に
あ
っ
て
は
定
期
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な 

 

い
。 

３ 

障
害
児
入
所
施
設
等
は
、
前
項
に
規
定
す
る
訓
練
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
地
域
住
民
の
参
加 

 

が
得
ら
れ
る
よ
う
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
百
六
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
） 

第
百
六
十
条
の
二 

業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
に
係
る
基
準
は
、
省
令
第
九
条
の
四
に
規
定
す
る 

 

基
準
の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。 

 

第
百
六
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
衛
生
管
理
等
） 

第
百
六
十
一
条 

衛
生
管
理
等
に
係
る
基
準
は
、
省
令
第
十
条
に
規
定
す
る
基
準
の
例
に
よ
る
こ 

 

と
と
す
る
。 



 

第
二
百
五
十
条
第
二
項
中
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 
こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


